
 

1頁 

○
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
号 

 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
六
年
総
務
省
令
第
百
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
次
に

掲
げ
る
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
限
り
廃
止
す
る
。 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
八
日 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

一 

平
成
十
一
年
郵
政
省
告
示
第
百
六
十
号
（
基
本
的
機
能
を
要
し
な
い
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
を
定
め
る
件
） 

二 

平
成
十
一
年
郵
政
省
告
示
第
百
六
十
一
号
（
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
の
電
気
的
条
件
及
び
光
学
的
条
件
を
定
め

る
件
） 

三 

平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
九
十
五
号
（
技
術
基
準
適
合
認
定
及
び
設
計
に
つ
い
て
の
認
証
の
対
象
と
な
る
そ
の

他
端
末
機
器
を
定
め
る
件
） 

四 

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
五
号
（
端
末
設
備
等
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
ア
ナ
ロ

グ
電
話
端
末
等
及
び
そ
の
条
件
を
定
め
る
件
） 

五 

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
八
号
（
端
末
設
備
等
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
等
及
び
そ
の
条
件
を
定
め
る
件
） 

六 

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
九
号
（
端
末
設
備
等
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
合
理
な
総
合
デ

ジ
タ
ル
通
信
端
末
等
及
び
そ
の
条
件
を
定
め
る
件
） 


